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１ 中山間地域等直接支払制度の実施状況(平成12年度～平成16年度)
（１） 交付金が交付された市町村等

○ 交付市町村数 １，９０６市町村

（市町村合併後は１,４８４市町村）

○ 協 定 数 ３３，９６９協定

（集落協定３３，３３１、個別協定６３８）

○ 交 付 面 積 ６６万５千ヘクタール

（制度の対象面積７８万７千ヘクタール）

○ 協定締結率 ８５％

○ １集落協定の平均規模

・参加者数 １９．８名

( 都府県平均１９．５名)

・交付金額 １６４万円（８．３万円／人）

( 都府県平均１４３万円(７．３万円／人))

・協定締結面積 ２０ヘクタール

(都府県平均１０ヘクタール)

○ 面積規模別協定割合

１～ １０ha ７０．８％

１０～ ５０ha ２６．１％

５０～４００ha ２．７％

４００ha以上 ０．４％

（２） 集落協定の概要

（３） 制度の効果

途絶えていた農道や水路の共同管理の復
活・充実、耕作放棄地の復旧、直営施工に
よる農道の整備等の実施等

ボランティアによる耕作放棄地の復旧

新規作物の導入による高付加価値型農
業、農業機械や施設の共同購入・利用
等地域の特性を活かした取組

転作でソバの栽培とソバ粉の販売

農業体験、自然観察会、棚田を活用した体
験農園やオーナー制度を通じた都市住民
との交流

自然観察会を通じた都市住民との交流

農作業受託グループ等の育成、共同作
業組織や集落営農組織の設立等、持続
的な農業生産活動の継続に向けた取組

集落営農組織を中心とした営農展開
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集落協定の締結を契機に、各集落がどの程度農業生産活動等の継続に
向けた取組等をステップアップさせたかを検証するため、（注）の７つの取組
について、全集落協定（３万３千協定）を調査。

① 農業生産活動等の継続に向けた取組が活発な集落協定（４点以上の
協定）の割合が６．４％から３７％に大きく増加。

② 一方、取組が不活発な協定（１点以下の協定）の割合は７５．８％から減
少したものの依然として２７．４％存在。

農業生産活動の継続に向けた取組のステップアップ（試算）

（注）［各集落協定は耕作放棄の防止等必要最小限の行為を行っているが、
これに加えて、次の７つの取組のいずれかを行っているかについて調査］

○ 各集落協定においては、農業生産活動の継続に向けた取組（ステップアップ）が漸進しているが、将来にわたって継続できる見通しは描かれて

いない状況にあり、このステップアップを更に充実させることが重要。

１：集落全体での水路・農道等の管理に係る共同作業

２：農業機械や施設の共同利用

３：集落内での農作業の受委託や転作作物の団地化等の土地利用調整

４：集落内での高付加価値型農業等、農業収益を上げるための取組

５：農作業受託等を行う担い手（認定農業者、農業生産法人等）との連携

６：認定農業者、農業生産法人等担い手の育成

７：集落や地域の農業を担う集落営農組織（特定農業法人含む）の育成

［協定締結前］ ［協定締結後］

（４） 制度の問題点

1点以下

4点以上

2～3点

25,000 25,00005,00010,00015,00020,000 15,000 20,00010,0005,000

6.4％ 37.0％

17.8％ 35.6％

75.8％ 27.4％
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２ 中山間地域等直接支払制度の新たな対策(平成17年度～平成21年度)の主なポイント

（１）基本的考え方
平成１６年度までの旧対策の検証の結果、活発な取組を行っている集落がある一方、制度開始前の取組に比べて変化の見られない集落がある

など、集落間の取組にばらつきが見られる。このため、新対策においては、将来に向けた取組の充実により、安定的な農業生産活動の継続を促す
仕組みに改善。

（２）交付単価の仕組みの改善
安定的な農業生産活動の継続を促すため、今後５年間の取組について一定の要件を満たす集落に対しては通常単価を、この要件を満たさない

ものの５年間最低限の活動を行う集落に対しては通常単価の８割とする。さらに、積極的な取組を行う集落に対して、交付単価の加算措置を行う。

① 交付単価に差を設定

旧 対 策 新 対 策

通常単価の活動内容 通常単価の活動内容
５年間の最低限の活動に加えて○耕作放棄の発生防止

○多面的機能増進活動 ○農地や法面、農道・水路等の保全マップの作成
○地域の実態に即して､Ａ要件又はＢ要件を選択して５年間で実施

通常単価の８割の活動内容 Ａ要件 ①生産性・収益向上に向けた活動
②担い手の育成に向けた活動５年間の最低限の活動 (いずれか２つ)

○集落の将来像の明確化と活動計画作成(集落マスタープ ③多面的機能の発揮に向けた活動
又はラン)

○耕作放棄の発生防止 ○水路・農道等の管理 Ｂ要件 ①集落を基礎とした営農組織の育成
○多面的機能増進活動 ②担い手への農用地の集積に向けた活動(いずれか１つ)

② 加算措置

旧 対 策 新 対 策

規模拡大加算 ①規模拡大加算：新たに利用権設定等を行った農用地に加算
②土地利用調整加算：担い手に対して利用権設定等を行う集落に加算
③耕作放棄地復旧加算：耕作放棄地を復旧した農用地に加算
④法人設立加算：農業生産法人又は特定農業法人を設立する場合に加算
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地域の主体的な取組を一層活発化させるための要件等の改善（３）

農業後継者住宅に転用する場合の交付金返還要件の緩和①

旧 対 策 新 対 策

協定農用地を転用する場合は、協定農用地すべて 協定農用地を農業後継者の住宅建設のために転用する場合は、当該
について遡及返還 転用部分のみの遡及返還（その他の場合は、旧対策と同様）

団地要件の緩和②

旧 対 策 新 対 策

各地目毎の傾斜要件を満たした１ha以上の農用地 ・１ha未満の田であっても、田の傾斜要件を満たす畑を含めて１ha以上
について、協定締結が可能 となれば協定締結が可能（ただし、交付金の対象は田のみ）

・｢一団の農用地｣の要件に係る「営農上の一体性」の周知徹底

③ 限界的農地における林地化の推進

旧 対 策 新 対 策

林地化する場合の交付単価は、地目別の単価にか 限界的農地を林地化する場合の交付単価は、林地化前の地目別区分別
かわらず畑の単価 の単価（田の林地化は田の単価）

④ 交付金の適正な利用の推進

旧 対 策 新 対 策

交付金の1/2以上は共同取組活動分に配分するこ ・交付金の1/2以上は共同取組活動分に配分することが望ましい
とが望ましい ・交付金の適正な利用を図るため、共同取組活動分の交付金の使途内容

等の明確化
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（４）集落協定策定の考え方

協定締結に向けた基本的事項についての話し合い等
（集落協定の連携・統合、交付金交付農用地の確定、参加者の決定等）

［集落協定の基本的事項の締結］

○集落マスタープラン

・国のガイドラインを参考に、当該集落協定が目指すべき将来像（１０～１５年後の目標）を明記。

・目指すべき将来像を達成するための協定期間（５年間）の毎年度の活動工程表の作成。

○耕作放棄の防止等の活動（従来どおり）

○水路・農道等の管理活動（従来どおり）

農業生産活動等に関わる事項

多面的機能増進活動に関わる事項

○多面的機能を増進する活動（従来どおり）

通

常

単

価
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１ 生産性・収益向上（次の①～③のうち１つ選択）
①機械・農作業の共同化 ②高付加価値型農業の実践
③地場産農産物等の加工販売

２ 担い手育成（次の①～④のうち１つ選択）
①新規就農者の確保 ②認定農業者の育成
③担い手への農地集積 ④担い手への農作業の委託

３ 多面的機能の発揮（次の①～③のうち１つ選択）
①保健休養機能を生かした都市住民等との交流
②自然生態系の保全に関する学校教育との連携
③多面的機能の持続的発揮に向けた非農家・他集落等との連携

［Ａ要件］ （次の１～３から、２つ以上を選択） ［Ｂ要件］ （次のうち１つを選択）

１ 集落を基礎とした営農組織の育成
協定面積の一定割合以上の
基幹的農作業３作業以上の
共同利用

２ 担い手集積化
協定面積の一定割合以上の
利用権等の設定

農用地等保全マップの作成・実践 Ａ要件 又は Ｂ要件を選択

通

常

単

価

協定の一層のステップアップに向けた話し合い等
（農用地等保全マップの作成、農業生産体制の整備に向けた強化、加算措置に向けた取組等）

［集落協定の充実］

加えて、より積極的な取組を行う協定（規模拡大、土地利用調整、耕作放棄地復旧、法人設立）

加
算
単
価
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（５）集落マスタープラン

集落マスタープランは、協定を締結する集落の将来像（当該集落の10年～15年後を目標とする安定的かつ持続
的な農業生産活動等の体制）を明確化するために、協定参加者の総意の下に集落協定に位置づけるものである。
なお、集落マスタープランに位置づけられた将来像を目指すために、協定締結期間（５年間）の活動目標及び

その目標を達成するための活動工程を明確化する。

集落マスタープランに定めるべき事項
（１）目指すべき将来像
（２）将来像を実現するための活動方策
（３）５年間の活動目標
（４）集落の５年間の活動工程表

（参考）

「集落の自律的な農業生産活動等の体制整備のガイドライン」

集落協定の締結に当たっては、国が示すガイドラインを参考として、将来に向けた農業生産活動等の
体制整備について、協定参加者の総意の下に明確化する。

１．担い手（集積対象者）を核とした農業生産活動等の体制整備
（核となる担い手（集積対象者）が育成される可能性のある集落を想定）

２．集落ぐるみの農業生産活動等の体制整備
（既に集落営農を実践している集落や核となる担い手（集積対象者）が育成される
見通しがなく兼業農家が主の集落を想定）

３．その他地域の実情に即した持続的な農業生産活動等の体制整備
（ ）限界的集落等自力だけでは将来の農業生産活動等の継続が危ぶまれる集落を想定
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３「中山間地域等直接支払制度の検証と課題」等の新たな対策への反映状況

（１ 「中山間地域等直接支払制度の検証と課題」 （ 平成16年８月19日 中山間地域等総合対策検討会 ））

事 項 「検証と課題」の評価 新たな対策への反映状況

耕作放棄の発生防止 ○交付対象農用地の維持管理の明確化本制度により、66万２千haの農用地において農
業生産活動等が実施されるとともに、水路や農道 ・制度の適正な実施のため、維持管理の内容を明確化。
の共同管理の充実や鳥獣害対策への取組み等の多 ・農用地等保全マップの作成。
様な協定活動が行われており、耕作放棄の発生防 ・耕作放棄地の一定割合以上の復旧について、復旧加算を措置。
止・復旧等の効果が生じている。

多面的機能の維持・増 ○農業生産活動等の体制整備に向けた前向きな取組等の推進本制度による多面的機能の維持･増進について
広く国民の理解を得るためには、営農との一体性 従来の多面的機能を増進する活動(必須要件)に加え、農業生産活動進
が強い活動であり比較的活発に行われている｢国 等の体制整備のための選択的必須要件の１つとして、｢保健休養機能｣
土保全機能｣を高める取組の他に ｢保健休養機能｣ や｢自然生態系の保全｣に関する項目を設け、前向きな取組を促進。、
を高める取組や｢自然生態系の保全｣に資する取組
をより一層積極的に行うことも重要である。

将来に向けた農業生産 ○農業生産活動等の体制整備に向けた前向きな取組等の推進実施期間である５年間において、耕作放棄を防
止するだけでなく、持続的な農業生産活動等を確 ・集落マスタープラン(集落の将来像、活動方策、活動目標、活動工活動等の継続的な実施
保することによって、将来における耕作放棄をも 程表)の作成。
防止していくという観点から、他の施策との連携 ・集落活動のレベル等に応じて、交付単価に差を設定又は加算を措置
を一層図りつつ、生産性向上や担い手の定着等に し、前向きな取組を促進。

○集落相互間等の連携向けた取組を積極的に推進することも重要と考え
られる。 ・必要に応じ、限界的集落等と担い手のいる集落協定等との連携、小
その際、集落ごとの実態を踏まえつつ、自律的 規模な集落協定間等の統合、協定活動の連携等を基本方針に記載。

な活性化を図る観点からは、集落の合意形成を促 ・地域の状況に応じ、農業公社、NPO法人、農作業受託を行う民間法
進させ、集落の将来像の明確化とその実現を図る 人等多様な主体の役割を明確化し、これらの集落協定への参加・連
ための生産性の向上、担い手の定着に向けた取組 携、個別協定の締結等についての具体的推進方策を記載。
等具体的な活動等を各集落において明らかにする
ことが求められていると考えられる。
また、協定面積規模が大きいほど集落協定活動

が活発化している傾向があることから、集落協定
間の連携等を推進することが効果的であると考え
られる。
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事 項 「検証と課題」の評価 新たな対策への反映状況

対象地域及び対象農用 ○団地要件(田畑混在地の取扱い)１haの団地要件に関する｢営農上の一体性｣要件
の適用状況を見ると、地域によってばらつきがあ ・田畑混在地(転作等)の１ha未満の田であっても、田の傾斜要件を満地
ることから、制度の適正・円滑な普及を図る観点 たす畑を含めて１ha以上であれば協定締結が可能(ただし、交付対
より、この考え方の明確化と他の地域における先 象は田のみ)。
進的な事例の情報提供等が必要である。 ・｢営農上の一体性｣要件の周知徹底。

交付の仕組み ○共同取組活動に供される交付金の使途の明確化交付金の活用方法については、将来に向けた農
業生産活動等の継続のための取組を促進する観点 ・共同取組活動に供される交付金は、農業生産活動等の体制整備に向
において、十分留意する必要がある。 けた活動に使用。

・活動に供する交付金の活用方法(目的･内容等)を明確化。

限界的農用地等への対 ○集落相互間等の連携「 、 」高齢者のみで リーダーが不在で取組が困難
な集落、いわゆる限界的集落については、地域の ・必要に応じ、限界的集落等と担い手のいる集落協定等との連携、小応
実状を踏まえた本制度と他の施策との連携を一層 規模な集落協定間等の統合、協定活動の連携等を基本方針に記載。
推進するとともに、他の集落協定のリーダーとな ・地域の状況に応じ、農業公社、NPO法人、農作業受託を行う民間法
り得る担い手との連携等も一つの選択肢であると 人等多様な主体の役割を明確化し、これらの集落協定への参加・連
考えられる。また、限界的集落内の農用地や限界 携、個別協定の締結等についての具体的推進方策を記載。

○限界的農地における林地化の推進的農地、耕作放棄地等については、今後とも維持
すべき農用地であるか否かを再検討し、適宜、林 限界的集落の農用地や限界的農地等について、維持すべき農用地で
地化等を推進する必要がある。 あるかを検討し、適宜、林地化等を推進する旨を基本方針に明記。

○林地化の交付単価の見直し
、 。限界的農地の林地化の単価は 林地化前の地目別区分別単価を適用

交付金の遡及返還 ○交付金の返還要件に係る免責事由(農業後継者住宅に転用する場合の協定締結農用地の一部でも転用した場合は、集
取扱い)落協定等の全ての対象農用地に遡及返還義務が発

生する現行制度の仕組みは、耕作放棄の発生防止 農業後継者の育成の観点から、集落協定に参加する農業後継者(新
に効果を上げていると評価できる。(都道府県の 規学卒就農者等)の住宅用地に供する交付金交付農用地については、
評価では 農業後継者用住宅への転用については 当該転用部分についてのみ遡及返還。、 、
定住促進の観点から、公共事業の収用に準じた免
責事由としての扱いが必要との意見がある。)
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（２ 「食料・農業・農村基本計画」 （ 平成17年３月25日 閣議決定 ））

事 項 食料・農業・農村基本計画 新たな対策への反映状況

自律的かつ継続的な農 ○交付対象農用地の維持管理の明確化中山間地域等においては、他地域に比べ過疎化
・高齢化の進行が著しいことを踏まえ、農業その ・制度の適正な実施のため、維持管理の内容を明確化。業生産活動に向けた取
他の産業の振興による就業機会の増大、多面的機 ・農用地等保全マップの作成。組
能の確保や定住の促進を図るための施策を総合的 ・耕作放棄地の一定割合以上の復旧について、復旧加算を措置。

○農業生産活動等の体制整備に向けた前向きな取組等の推進かつ計画的に講じる。その際、林業振興との密接
な関連性に配慮する。 ・集落マスタープラン(集落の将来像、活動方策、活動目標、活動工
特に、今後も耕作放棄地の発生防止・解消を図 程表)の作成。

り、適切な農業生産活動の維持を通じ多面的機能 ・集落活動のレベル等に応じて、交付単価に差を設定又は加算を措置
を確保する観点から、農業生産条件の不利を補正 し、前向きな取組を促進。

。 、するための施策を引き続き実施する その際には
集落の将来像を明確化し、担い手の育成、生産性
の向上、集落間の連携の強化を推進するなど、自
律的かつ継続的な農業生産活動に向けた取組を促
進する。

（３ 「規制改革・民間開放推進３か年計画（改定 」 （ 平成17年３月25日 閣議決定 ）） ）

事 項 規制改革・民間開放推進３か年計画(改定) 新たな対策への反映状況

民間活力の活用 ○集落相互間等の連携中山間地域における高齢化の進展を踏まえて、
集落協定による制度の推進を基本としつつ、地域 地域農業の状況に応じて、農業公社、NPO法人、農作業受託を行う
の営農状況に応じて 農業公社 農協出資型法人 民間法人等、多様な主体の役割を明確化し、これらの主体の集落協定、 、 、
民間法人経営など多様な主体の地域農業における への参加・連携、個別協定の締結等についての具体的な推進方策につ
役割の明確化を図るとともに、農業公社、地場民 いて市町村基本方針に記載。
間企業等の集落協定への参加・連携等について、
中山間地域における持続可能な基幹作業の受け皿
の観点から推進を図る。
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４ 平成17年度のスケジュール

６月27日 中山間地域等総合対策検討会開催

６月末 平成16年度実施状況公表

７月末日まで 市町村基本方針認定申請（市町村→都道府県）

８月末日まで 集落協定・個別協定認定申請（集落等→市町村）

９月末日まで 集落協定・個別協定認定

10月末日まで 平成17年度の実施状況の現地確認

平成18年２月頃 平成17年度実施状況（見込み）公表

（ 参 考 ）

平成20年６月末 交付金交付の中間年評価

平成21年８月末 交付金交付の最終評価
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農
業
生
産
条
件
の
不
利
を
補
正

中山間地域等直接支払制度の内容

協
定
の
締
結

集落協定等に基づき、

①集落の将来像を明確化した活動計画の下での５年
間以上継続して行われる農業生産活動等、

②一定の要件の下での農用地保全体制
の整備(必須要件)や農業生産活動等の継続に向けた
地域の実情に即した活動（選択的必須要件）の実施。

（①のみの実施の場合は８割単価）

○急傾斜地
水田 傾斜1/20 畑 傾斜15°

10a当たりの通常単価

田21,000円、畑11,500円、草地10,500円、採草放牧地1,000円

○緩傾斜地
水田 傾斜1/100 畑 傾斜8°

○小区画・不整形な田
○高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農地

10a当たりの通常単価

田8,000円、畑3,500円、草地3,000円、採草放牧地300円

○積算気温が低く、草地比率の高い草地 10a当たりの通常単価1,500円

【 対象地域 】 特定農山村法等地域振興立法８法指定地域及び知事が定める特認地域

【対象農用地】 下記基準に該当する農振農用地内の１ha以上の一団の農用地

中山間地域等直接支払制度の概要

○国土面積の６９％

○耕地面積の４２％

○総農家数の４３％

○農業産出額の３７％

○農業集落数の５０％

中山間地域は我が国
農業・農村の中で重要な位置

中山間地域の現状

○農業生産条件

の不利性

○高齢化・過疎

化の進展

○担い手の不足

○恵まれない就

業機会

○生活環境整備

の遅れ

○地域資源の維

持管理が低下

耕
作
放
棄
地
の
増
大

食
料
供
給
機
能
及
び
多
面
的
機
能
の
低
下

条
件
不
利
地
域

の
農
業
者
等

交
付
金
交
付

規模拡大加算（継続）、土地利用調整、耕作放棄地復旧加算、法人設立加算

加算措置

効 果

○農業生産活動の継続

・耕作放棄の復旧・防止

・道・水路の適切な管理

○多面的機能の発揮

・農作業体験を通じた

都市住民との交流

・周辺林地の下草刈り
・景観作物の作付 等

○集落営農化等自律的
かつ継続的な農業生
産活動等の体制整備

（参考１）
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